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登録番号：第２－５号 

 

茅ヶ崎市空き家活用等マッチング制度登録台帳 

（空き家活用等希望者用） 

 

①団体情報 

【団体の目的・活動内容】 

地域の子供、高齢者、その他の支援が必要とされる方々が利用できる「こども

食堂」を月に１度運営しています。また、ひとり親家庭や非課税世帯などの家

庭に対しても、月に一度食材支援を行っています。 

電 話：           ＦＡＸ： 

E-mail： 

②空き家活用

の用途 

こども食堂開催（月１回） 

フードパントリー開催（月１回） 

調理器具、支援品などの保管、食堂の運営、パントリー仕分け 

③活用を希望

する空き家

の条件 

【賃料】           【場所】 

 10,000 円／月以下   茅ヶ崎市  幸町・東海岸   町周辺 

【活動に必要な部屋数等】 

■居間  ■台所 

□居室（   室）→（居室の内容：□和室  □洋室  □どちらでも可） 

□その他（具体的に：                        ） 

【階層】□１階建  □２階建以上  ■階層は問わない 

【活動に必要な施設・設備】 

■トイレ   □浴室   ■洗面所   □ガスコンロ 

■エアコン→（□全室に必要 ■一部の部屋に必要（２室）） 

□庭    ■駐車場（１台） 

■その他（具体的に：エアコンはキッチンと喫食する部屋に設置希望） 

④契約期間 最短：  １  年以上 ～ 最長： ５  年以内 

⑤連絡方法 ■電話    □ＦＡＸ    ■E-mail    □郵送 

⑥その他 
【借主負担による補修意向】 

■場合によっては意向あり   □意向なし 

 


